
平成２３年１１月２２日

福 島 県 保 健 福 祉 部

乾燥野草（めぐすりの木）の自主回収について

県では、加工食品の放射性物質検査を実施しておりましたが、本日、乾燥野草（めぐす

りの木）１検体から食品衛生法上の暫定規制値を超過する放射性セシウム７１０ Bq ／㎏

が検出されました。

このため、本日、会津保健所は当該食品の加工者に対し自主回収並びに出荷の自粛を要

請しましたのでお知らせします。

記

１ 自主回収する理由

放射性物質検査の結果、食品衛生法上の暫定規制値を超過する放射性セシウムが検出

されたため。

２ 放射性物質検査結果（検査機関：衛生研究所）

NO 製造・加工場所 試料の種類 放射性ヨウ素 放射性セシウム

１ 会津若松市 めぐすりの木 検出せず（＜ 17） ７１０

食品衛生法上の暫定規制値 ２０００ ５００

※ 野菜類の暫定規制値を適用 （単位：Bq（ﾍﾞｸﾚﾙ）／㎏）

３ 自主回収対象食品

名 称 めぐすりの木

包 装 形 態 合成樹脂製袋入り

内 容 量 １００ｇ

販 売 数 量 ３袋

販売年月日 平成２３年１０月３０日及び１１月１日

販 売 先 会津若松市内の農産物直売所１店舗


